
 

令和４年度 第３回上越警察署協議会議事概要 

 

 

開催日時  令和４年12月７日（水）午後２時00分から午後３時30分まで 

開催場所  上越警察署大会議室 

 

 

 

出 席 者 

 

 

 

 

 

委      員
 

（定数15人）
 

 

滝澤会長 水嶋副会長 青山副会長 本山委員 

増村委員  君波委員  伊藤委員  河野委員 

佐藤委員  沢田委員  曽我委員  仲山委員 

望月委員  和栗委員 
            

（会長・副会長以下50音）
 

計14人  

警   察
 

梅田署長   穴沢副署長  南雲地域官 

本間刑事官  阿部警務課長 山本生活安全課長 

小林交通課長 小林警備課長 

計８人
 

 

管内の治安情勢 

 各官課長から、令和４年10月末現在の管内の治安情勢について、資料に基づき説明が

あった。 

前回の答申事項に対する業務推進状況 

各課長から、前回答申した重点推進項目の取組状況について下記のとおり説明があ

った。 

１ 特殊詐欺被害防止対策の推進 

(1) 各種会合における広報 

   各種会合の席上、当署員が犯行手口や被害防止対策等について講話を実施した。 

(2) イベントにおける広報 

10月29日、30日の両日、直江津地内で開催されたイベント会場において、チラシ

などを配布し広報を実施した。 

(3) 金融機関における訓練の実施 

当署員が被害者役となって、被害者に対する水際防止訓練を実施した。 

(4) 地域安全運動の実施 

   10月11日から20日まで実施された「新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり

旬間・全国地域安全運動」の一環として、10月14日の年金支給日に管内の大型商業

施設、公共機関、金融機関など全18箇所において、啓発品を配布し広報を実施した。 

(5) 防犯機能付き電話プレゼントキャンペーンの実施 

防犯協会と連携し、防犯機能付き電話の普及等を目的としたキャンペーンを実

施し、当選者に対して電話機を贈呈した。 



２ 交通死亡事故抑止対策の推進 

(1) 「秋の全国交通安全運動」の実施 

９月21日から10日間行われた「秋の全国交通安全運動」において、 

・ 「横断歩行者を守ります」宣言協賛企業各社と合同の街頭監視 

・ 上越市等と合同で街頭指導所を開設し、ドライバーに対する交通事故

防止広報 

・ 鉄道会社と合同の踏切における歩行者に対する踏切事故防止広報 

等を実施した。 

(2) 高齢者事故防止対策の実施 

管内で発生した交通死亡事故を受け、 

   ・ 高齢者世帯を訪問した広報 

   ・ 高齢者対象のドライビングスクールの実施 

・ 夕暮れ時間帯に警察署前においてパネル・のぼり旗を活用した広報 

・ 管内の朝市における広報 

等を実施した。 

 (3) 各種事故防止対策の実施 

   自動車学校における管内企業の若手職員を対象としたドラビングスクール、「安

全運転実践運動」における出発式の実施等の活動を行った。 

３ 犯罪被害者等の支援にかかる理解の促進 

 (1) 上越地区被害者支援連絡協議会の開催 

   11月10日、管内の公的機関、企業の参加を得て、上越地区被害者支援連絡協議会

を開催した。 

 (2) 広報啓発活動の実施 

   「被害者支援を考える月間」（11月）に合わせ、イベント会場における啓発品の

配布や、ケーブルテレビによる広報を実施した。 

諮問 

 署長から、当面の重点推進事項について次のとおり諮問があった。  

 

１ 特殊詐欺被害防止対策の推進 

 

２ 交通死亡事故抑止対策の推進 

 

 意見・要望・質疑等（○は署長等の説明）      

１ 商店街の歩道にアーケードが設置されているが、自転車が乗り入れることがあ

る。事故防止のための対策について伺う。 

 〇 パトロールを通じて、自転車乗りによるルール・マナー違反を認めた場合は、

指導カード（イエローカード）を活用した指導警告を行っています。 

また、学校や町内会などの交通安全講習会での広報も引き続き実施してまいりま

す。 



２ 10月28日に上越市三和地区の県道と広域農道の交差点において死亡事故が発生し

た。警察の交通死亡事故抑止対策について伺う。 

○ 警察では、 

・ 交通実態を踏まえた速度違反や交差点関連違反の取締りの実施 

・ 交通安全講習等における事故事例の紹介・事故防止広報の実施 

・ 巡回連絡・広報紙などによる注意喚起の実施 

などの活動を行っています。 

また、道路管理者に情報提供し、減速ライトや狭さく等の物理デバイスの設置

を要望しています。 

 

３ 県警が行った特殊詐欺被害者の意識調査では特殊詐欺に関する知識があってだま

されてしまう実態があるとのことであるが、上越署管内の実態は如何か。 

○ 上越署管内でもほぼ同様であり、 

・ 還付金詐欺、架空請求詐欺という名称は知っていたが、具体的にはどう

いうものかは知らない 

・ チラシや警告などを目にしたが、自分とは関係ないと思い、よく見てい

ない 

  という方がおられました。今後もこれらの状況を踏まえて、詐欺の手口等を具体

的に広報するなど、粘り強く被害防止を図っていきたいと考えています。 

 

４ 各地区で行われる会合や行事に交番等の警察官を派遣してもらい、特殊詐欺被害

防止や交通死亡事故防止に関する広報に協力してもらうことはできないか。 

 ○ 特殊詐欺被害防止、交通死亡事故の抑止は当署の喫緊の課題であり、積極的に

職員を派遣し広報実施していきたいと考えております。上越署やお近くの交番・

駐在所にご相談いだきたいと思います。 

 

答申      

質疑の後、上越警察署協議会として協議、検討した結果、諮問のとおり推進するよ

う答申した。 

 速度等取締り指針の策定  

 交通課長から、交通事故発生実態に合わせた速度等取締りを実施する旨の説明があ

り、了承した。 

 


